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特定行為に係る看護師の研修制度の検討経緯①特定行為に係る看護師の研修制度の検討経緯①

試行事業
の実施

有識者会議の開催等

平成22年3月 「チーム医療の推進に関する検討会」報告書
「一定の医学的教育・実務経験を前提に専門的な臨床実践能力を有
する看護師が、従来、一般的には「診療の補助」に含まれないものと
理解されてきた一定の医行為を医師の指示を受けて実施できる新た
な枠組みを構築する必要がある。」

平
成
21
年
度

・特定行為を実
施する看護師
の養成に関す
る調査試行事
業の実施（平
成22~24年度）

・特定行為を実
施する看護師
の業務に関す
る試行事業の
実施（平成
23~24年度）

平成22年5月 「チーム医療推進会議」及び同会議の下に「チー
ム医療推進のための看護業 務検討ワーキンググ
ループ」を設置し、具体的議論を開始

※平成22年度厚生労働科学特別研究事業にて看護業務実態調査(調
査項目203項目）を実施

平
成
22
年
度
～
平
成
24
年
度

平成24年9月 特定行為等についての意見募集の実施（1回目）

平成25年3月チーム医療推進会議による「特定行為に係る研修
制度（案）」取りまとめ

「医師又は歯科医師の指示の下、プロトコールに基づき、特定行為を
行おうとする看護師は、厚生労働大臣が指定する研修機関において、
厚生労働省令で定める基準に適合する研修の受講を義務づける。」

制度創設当初の制度説明の資料



特定行為に係る看護師の研修制度の検討経緯②特定行為に係る看護師の研修制度の検討経緯②

試行事業
の実施

有識者会議の開催等

・「診療の補助
における特定
行為に係る医
師の指示に基
づくプロトコー
ル試行事業」
の実施（平成
25年度）

平成25年7月 特定行為等についての意見募集の実施（2回目）平
成
25
年
度

平成25年10月 第20回チーム医療推進会議において、「特定行

為に係る看護師の研修制度（案）」の枠組みに基づき、
特定行為及び特定行為研修区分（案）、指定研修の
基準に係る事項を提示。

平成25年12月 社会保障審議会医療部会による「医療法等改
正に関する意見」取りまとめ

「診療の補助のうち、実践的な理解力、思考力及び判断力を要し、か
つ高度な専門知識及び技能をもって行う必要のある行為（「特定行
為」）を明確化するとともに、医師又は歯科医師の指示の下、プロト
コールに基づき、特定行為を実施する看護師に係る研修制度を創設
する。」

・「特定行為研
修制度におけ
る手順書活用
事業」の実施
（平成26年度）

平成26年6月 国会審議を経て、保健師助産師看護師法の一部改正
を含む「地域における医療及び介護の総合的な確保を推
進するための関係法律の整備等に関する法律（平成26年
法律第83号）」が成立

平
成
26
年
度

制度創設当初の制度説明の資料



2025年に向けた医療提供体制の改革

２０２５年：団塊の世代が７５歳以上 《国民の３人に１人が６５歳以上・５人に１
人が７５歳以上》

〔高齢化の進展に伴う変化〕
・ 慢性疾患、複数の疾病を抱える患者が増える
・ 手術だけでなく、その後のリハビリも必要となる患者が増える
・ 自宅で暮らしながら医療を受ける患者が増える

医療介護総合確保推進法による改革の主な内容

〔地域における質の高い医療の確保、質の高い医療を確保するための基盤の整備〕
・ 医療機関の医療機能の分化・連携、在宅医療の充実
・ 医師・看護師等の確保対策、医療機関の勤務環境改善、チーム医療の推進
・ 医療事故調査の仕組みの創設 等

改革の方向性

① 高度急性期から在宅医療まで、患者の状態に応じた適切な医療を、地域にお
いて効果的かつ効率的に提供する体制を整備し、

② 患者ができるだけ早く社会に復帰し、地域で継続して生活を送れるようにする

制度創設当初の制度説明の資料



チーム医療の推進

医療の高度化・複雑化が進む中で、質が高く安全な医療を提供するため、「チーム
医療」を推進し、各医療従事者が高い専門性を発揮しつつ、業務を分担しながら互
いに連携することにより、患者の状態に応じた適切な医療を提供していきます。

医療従事者の業務の範囲及び業務の実施体制の見直し

特定行為を行う看護師の研修制度の創設

・ 診療の補助のうち一定の行為を「特定行為」として明確化
・ 医師・歯科医師が作成する手順書により特定行為を行う看護師の

研修制度を創設

診療放射線技師の業務範囲の見直し

・ 放射線の照射等に関連する行為（造影剤の血管内投与等）を業務範囲に追加
・ 病院又は診療所以外の場所で、健康診断として胸部Ｘ線撮影を行う場合には、

医師・歯科医師の立会いを不要とする

臨床検査技師の業務範囲の見直し

・ 検査のための検体採取（鼻腔拭い液による検体採取等）を業務範囲に追加

歯科衛生士の業務実施体制の見直し

・ 歯科衛生士が予防処置を実施する際には、歯科医師の指導の下に行うこととし、
「直接の」指導までは要しないこととする

各
医
療
従
事
者
が
専
門
性
を
発
揮
し
つ
つ
連
携

患
者
の
状
態
に
応
じ
た
適
切
な
医
療
を
提
供

制度創設当初の制度説明の資料



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣
れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・
住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支
えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やか
だが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体
性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

地域包括ケアシステムについて



特定行為に係る看護師の研修制度の概要①

7

１．目的及び現状
○ さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、

医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、 一定の診療の補助を行う看護師を養成し、
確保していく必要がある。

○ このため、「地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備
等に関する法律」において、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を
創設（平成27年10月）し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく
看護師を計画的に養成している。

○ 平成31年4月の省令改正で、各科目の内容及び時間数を変更し、また在宅・慢性期領域、外
科術後病棟管理領域、術中麻酔管理領域において、それぞれ実施頻度が高い特定行為をパッケー
ジ化し研修することを可能とした。さらに、令和８年３月の通知改正では、効果的・効率的な研
修を目指し、実習における症例数の見直しや履修証明の要件を明確にするとともに、修了者の活
躍を推進するために、現場の実態を踏まえた行為の見直しや術中麻酔管理領域を周術期麻酔管理
領域へ名称変更を行うなど更なる制度の普及を図っている。

２．特定行為の流れ

医師又は
歯科医師

手順書で
予め指示

病状の範囲
を確認

病状の範囲内

病状の範囲外

特定行為を実施 医師又は
歯科医師に
結果報告

医師又は歯科医師に意見を求める

研修を修了した
看護師

特定行為



３．特定行為研修の実施体制等

特定行為に係る看護師の研修制度の概要②

8

○ 厚生労働大臣が指定する指定研修機関において、協力施設と連携して
研修を実施

○ 研修は講義、演習又は実習によって実施
○ 看護師が就労しながら研修を受けられるよう、

① 講義・演習は、eラーニング等通信による学習を可能としている
② 実習は、受講者の所属する医療機関等（協力施設）で受けることを
可能としている

指定研修
機関

実習施設

講義・演習等を受講

実習

看護師

実習評価

指導体制の確認
評価基準の提示

４．研修の内容
「共通科目」 全ての特定行為区分に共通するも
のの向上を図るための研修

時間数共通科目の内容

３０臨床病態生理学（講義、演習）

４５臨床推論（講義、演習、実習）

４５フィジカルアセスメント
（講義、演習、実習）

４５臨床薬理学（講義、演習）

４０疾病・臨床病態概論（講義、演習）

４５医療安全学、特定行為実践
（講義、演習、実習）

２５０合計

「区分別科目」（21区分38行為）
特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るた
めの研修

特定行為区分（例） 時間数

※全ての科目で、講義及び実習を行う。一部の科目について
は演習を行う。
※１区分ごとに受講可能。

２９感染に係る薬剤投与関連

１６栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

５創部ドレーン管理関連
３４創傷管理関連

９呼吸器（気道確保に係るもの）関連



特定行為研修修了者配置による医師及び看護師の業務への影響

（研究方法）
デザイン：カルテによる後ろ向き調査及び修了者へのヒアリング
調査項目：病棟管理（平均在院日数、指示出し時間、指示回数、病棟看護師残業時間）、

手術件数、外科入院総収入
調査期間：特定行為研修修了者配置前 2016年４～７月

特定行為研修修了者配置後 2018年４～７月
調査施設：148床の二次救急拠点病院
修了者の配置：消化器外科に3名特定行為研修修了者（21区分全て修了）を配置

※シフト制により病棟管理・救急外来・処置、手術室対応を行う

（研究結果）

特定行為研修修了者の配置前に比べ、配置後に医師による1週間あたりの指示回数が
有意に減少。また、医師による夜間帯（19時以降）の指示回数が有意に減少。

病棟看護師の月平均残業時間も有意に減少。

P値配置後配置前

< 0.05200回/週692回/週
医師による
平均指示回数

< 0.0521回/月77回/月
19時以降の医
師の平均指示
出回数

< 0.05233.25時間/月401.75時間/月
病棟看護師の
月平均残業時
間

（考察：有意に減少した理由）

研修修了者が医師による事前の包括的
指示に基づき対応することが可能となり、
医師の指示をその都度依頼する必要が
なくなったため、医師による指示回数が
減少したと考えられる。

特に抗生剤投与等をタイムリーに実施
できている。（修了者へのヒアリングよ
り）

【出典】 令和元年度厚生労働科学研究費補助金 看護師の特定行為の修了者の活用に際しての方策に関する研究 研究代表者 真田弘美 中間報告

参考
資料
1-2 

第３回 医師の働き方改革を進めるための
タスク・シフト/シェアの推進に関する検討会

令和元年 11月20日
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★18歳人口のピーク

■18歳人
口

■大学進学者数

―大学進学率

★大学進学者数のピーク

18歳人口は1992年をピークに減少
大学進学率は上昇傾向

大学進学者数は近年微増傾向であったが、減少局面に入ると予測。

18歳人口 ＝ ３年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数

大学進学率 ＝ 当該年度の大学進学者数
18歳人口

大学進学者数等の将来推計について

18歳人口が減少し続ける中でも、大学進学率は上昇し、大学進学者数も増加傾向にあったが、2026年以降は18歳人口の減少に伴い、
大学進学率が上昇しても大学進学者数は減少局面に突入すると予測される。

※ 出生低位・死亡低位での推計
※ 18歳人口：３年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数

関係データ集
(4)

(一部改変)

我が国の「知の総和」向上の未来像～高等教
育

システムの再構築～（答申）（中教審第255
号）

令和７年２月21日
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年齢区分別人口の変化率の平均値
高齢人口生産年齢人口

9.1%-0.1%●大都市型
8.9%-10.4%●地方都市型
0.6%-20.9%●過疎地域型

2025年以降の変化：人口動態（地域別）

○ 構想区域別に、年齢区分別人口の2015年から2025年まで、2025年から2040年までの人口
変動をそれぞれみると、特に2025年以降については、地域ごとに状況が大きく異なっている。
・大都市型では、高齢人口が概ね増加、生産年齢人口は微増～減少
・地方都市型では、高齢人口が増加～減少と幅広く、生産年齢人口は微減～大幅減
・過疎地域型では、高齢人口が減少している地域が多く、生産年齢人口は概ね大幅減

生産年齢人口の変化率

高
齢

人
口

の
変

化
率

●大都市型
●地方都市型
●過疎地域型 高

齢
人

口
の

変
化

率

年齢区分別人口の変化率の平均値
高齢人口生産年齢人口

17.2%-11.9%●大都市型
2.4%-19.1%●地方都市型

-12.2%-28.4%●過疎地域型

＜2015→2025の年齢区分別人口の変化の状況＞ ＜2025→2040の年齢区分別人口の変化の状況＞

高齢人口が減少する地域
は2割程度（67区域）

高齢人口が減少する地域
は５割程度（183区域）

生産年齢人口の変化率

大都市型 ：人口が100万人以上（又は）人口密度が
2,000人/km2以上

地方都市型：人口が20万人以上（又は）人口10～20万
人（かつ）人口密度が200人/km2以上

過疎地域型：上記以外

出典：2015人口は総務省「国勢調査」（2015年）、それ以外は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（2023年推計）

※福島県の相双構想区域及びいわき構想区域については一体的に推計されているため、これら２つの構想区域を除く337構想区域について集計。

2025年以降の変化①：人口動態（地域別）
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施策名：離島・へき地における看護師の特定行為研修推進モデル事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

・ 少子高齢化の進展に伴い需要が増大する在宅医療等の推進を図るためには、個別に熟練した看護師のみでは足り
ないことから、医師等の判断を待たずに手順書により一定の診療 の補助（特定行為）を行う看護師を養成する。 

・ 離島・へき地の病院・診療所等で医師のタスク・シフト/シェアを推進し離島・へき地における医療を確保するために、
在宅パッケージを含めた特定行為研修を修了した看護師（以下、「修了者」という。）との協働を普及する。

・ 離島・へき地の病院・診療所等において、地域のニーズにあった区分を精査し、それらの特定行為研修を受講できる環境の整備、修了者と医師の協働
の普及を行い、タスク・シフト/シェアを推進することにより、離島・へき地における医療を確保する。

・ また、看護職員数が限られ特定行為研修を受講しにくい離島・へき地の病院・診療所等において、看護師が特定行為研修を受講できる環境の整備と、
修了者の活動の普及を促すことは、看護職員（修了者）の確保および活躍を推進する。

離島・へき地における特定行為研修受講体制を整備し、タスク・シフト/シェア推進や特定行為研修修了者の確保および活躍を推進する。

令和７年度補正予算 1.2億円

② 対策の柱との関係

厚 生 労 働 省

自 治 体

補助

支援

指 定 研 修 機 関

・特定行為研修を受講

・巡回診療等の代わりに患者宅等でオンライン診療の補助等を行う（D to P with N）
（診察の補助、必要な検査や処置の実施、患者によっては、手順書に基づく特定行為を実施）

患者

離島・へき地

病院・診療所等

医師

・オンライン
診療 等

・医師とのタスク・シフト/シェアを協議・実施
・修了者との協働についての職員等の理解の醸成

修了者
（在籍出向者）

看護師
（受講者）

・特定行為研修修了者の派遣（在籍出向）
・特定行為研修受講者の受講支援
・修了者の養成計画の作成支援 等

ⅢⅡⅠ
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